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第1章 計画策定にあたって 

 1. DX 計画の趣旨と位置づけ 

 (１) DX とは 

デジタル・トランスフォーメーション（DX）とは、デジタルを効果的に活用し、組織の活動・内容・

仕組みを戦略的、構造的に再構築していくことです。つまりは ICT の浸透により、人々の生活をあらゆ

る面でより良い方向に変化させるための取り組みになります。英語圏で「Trans」を「Ｘ」と略すことか

ら、デジタルによる変革（Digital Transformation）は「DX」と略されます。国は、「デジタル社会の実

現に向けた改革の基本方針」（2020 年 12 月 25 日閣議決定）の中で DX を、「単なる新しいデジタル技術

（ICT）の導入ではなく、制度や政策、組織の在り方等を新技術に合わせて変革し、地域における様々な

課題の解決や社会経済活動の発展を促していくこと」と示しています。 

すなわち DX とは、デジタル技術の活用により、暮らし、産業、行政などの社会のあり方を根本から

変革していく手段・取組・プロセスになります。 

図表 1.1.1. デジタルにより目指す社会の姿 

 
出典：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 

 

 (２) 本部町 DX 推進計画策定の目的 

昨今、誰一人取り残さないデジタル社会実現のための手段として、デジタルトランスフォーメーション

（DX）が求められています。国においても、行政デジタル化に関する取り組みとして、「自治体 DX 推進

手順書」を公表し、全国の自治体にて DX に関する取り組みを着実に進めていくこととされています。

この状況を踏まえて、国の方針との整合性を図りつつ、住民サービスの向上や行政事務の効率化が急務

になっています。 

また本町は本土復帰後、1975 年には沖縄国際海洋博覧会会場となり、これを契機として様々な社会資

本の整備が進められています。本土復帰から 30 年後には、国による北部振興事業が推進されるなど観光

立町として受け入れ態勢が強化してきました。しかしながら、日本における人口減少に伴い、本町にお

いても人口減少傾向にあるといった課題も抱えております。暮らし・産業・行政の様々な観点から、「本

部町総合計画」の目指すまちづくりを DX の推進によって下支えするためにも、「本部町 DX 推進計画

（以下、『本計画』）」を策定します。 

本計画では前述の本町の特徴を意識しながら、総務省より公表された「自治体 DX 推進手順書」に基

づき、デジタル化に向けた中長期的な方向性やその具体策をまとめることを目的とします。 

 

 (３) 計画の位置づけと範囲 

本計画は「第四次本部町総合計画」と「第２期本部町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の掲げる目標

を DX の面から下支えし、本町の将来像である「太陽と海と緑―観光文化のまち」の実現に向けた、各
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施策を取り組むための推進方針、推進体制、取組事項（暮らし・産業・行政）を示すものとなります。 

また本計画は国や県の計画・施策などを反映し、本町の実情に沿った計画とします。 

図表 1.1.2. 本計画の位置づけ 

 
 

 (４) 計画期間 

本計画の対象期間は 2023 年度から 2027 年度までの５年間とします。 

計画については本町の総合計画や総合戦略、国の定めるデジタル・ガバメント実行計画、自治体 DX 推

進計画の進捗状況を確認し、国や県の動向も注視しながら、随時更新や見直しを行うこととします。 

なおアクションプランについては、事業優先度や進捗状況、効果などについて毎年度検証を行い、社

会情勢や地域ニーズの変化などを考慮しながら、事業の追加や廃止について適宜検討を行います。 

図表 1.1.3. 本計画の対象期間 
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 2. 計画策定の背景 

 (１) デジタル化・DX 化の現状と背景 

近年の急速なデジタル技術の進展・普及により、私たちのライフスタイルは目まぐるしい変化を続け

ており、スマートフォンやタブレットなどの情報端末や、Twitter や Instagram などの SNS の普及によ

り誰もが簡単に情報を受発信できるようになっています。 

5G（第 5 世代移動通信システム）の高速・大容量、低遅延、多数同時接続可能な通信環境の整備や、

IoT（Internet of Things：モノのインターネット化）、ビッグデータ、AI･RPA の導入によるデータ利活用

能力の向上により、さまざまな便利なサービスが登場してきています。国民生活の様々な場面で、デジ

タル技術を活用することが当たり前の社会になりつつあります。また、これらの新たな技術・サービス

は、人口減少下での経済成長、環境負荷削減による持続可能な社会の形成などといった地域課題解決に

も有効であると期待されています。 

一方、行政部門に目を向けると、新型コロナウイルス感染症の対応策として実施した給付金の受給申

請手続・支給作業に遅れや混乱が生じたこと、医療機関や保健所間で陽性者の情報を共有する際に二重

入力などの非効率がみられたこと、国・地方公共団体を通じて業務プロセスが異なり横断的なデータ活

用が十分にできなかったことなど、行政のデジタル化の遅れが浮き彫りとなりました。行政サービスに

おいても、デジタル化へのニーズが高まっており、これらへの対応が急務となっています。 

図表 1.2.1. デジタル化の歴史 

 
出典：総務省「我が国におけるデジタル化の歩み」 

 

 (２) 国におけるデジタル化・DX 化の現状 

国においては、2020 年 12 月 25 日に策定した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（デジタ

ル改革基本方針）」において、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人

ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を掲げ、利用者目

線のデジタル改革の必要性を示しています。 

2021 年 9 月 1 日には、国民目線でのサービス創出やデータ資源の利活用、社会全体の DX の推進を通

じ、全ての国民にその恩恵が行き渡る社会を実現すべく、デジタル庁が発足し、同年 12 月 24 日には、

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、デジタル社会の実現のために政府の施策が

示されました。 

総務省が 2020 年 12 月に策定した「自治体 DX 推進計画」では、「自治体における行政サービスにつ

いて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術や AI など

の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが求められて

いる」とし、デジタル社会の構築に向けて自治体が重点的に取り組むべき事項・内容および支援策につ

いてまとめられました。 
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図表 1.2.2. 自治体 DX 推進計画の取組内容について 

 
出典：総務省「自治体 DX 推進計画概要」 

 

 (３) 沖縄県におけるデジタル化・DX 化の現状 

沖縄県ではデジタル技術の利活用による経済、産業構造の変革、社会課題解決などの重要性の高まり

を受け、沖縄県のデジタルトランスフォーメーション（DX）に関する施策について、全庁的な体制を整

備し、これを推進することを目的に「沖縄県 DX 推進本部」を設置しています。沖縄県 DX 推進本部は、

おきなわ ICT 総合戦略の後継計画として、沖縄県 DX 推進計画を策定しております。その中で「ICT の

活用や DX の推進によって、課題解決や価値創造を図り、沖縄振興計画の基本的指針「【安全・安心で幸

福が実現できる島】の形成」に貢献する。」とビジョンを掲げています。 

しかしながら、オープンデータ取組済み自治体数の推移、マイナンバーカード普及率、労働生産性の

推移などが全国で最下位であり、自治体の DX 推進が急務となっています。 

図表 1.2.3. 沖縄県 DX 推進計画の基本方向 

 
      出典：沖縄県「沖縄県 DX 推進計画【概要版】」 

 

 (４) 本部町の現状と課題 

<位置と地勢> 

本町は沖縄本島北部の本部半島の先端に位置し、東側が名護市、北側が今帰仁村と隣接し、西の洋
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上には伊江島、北の洋上には伊是名島、伊平屋島を望む位置にあります。町の総面積は 54.35 ㎡で、全

体的には東西南北約 8km の三角形に近い地形となっております。 

 

<人口> 

本町の人口は 2023 年 2 月 28 日時点で、13,017 人、世帯数は 6,553 世帯となっています。 

1920 年からの傾向をみると、1950 年時点の 27,552 人をピークに 1970 年まで減少を続け、1975 年

には増加に転じています。しかしながら、1975 年から 1980 年にかけて大幅に減少を示し、それ以降は

毎年僅かではありますが減少が続いている状況です。転出者が転入者を上回る社会動態と共に、死亡者

数が出生数を上回るといった自然動態による人口減少が本町の人口減少の要因となっています。そのた

め総合戦略にて、「つながりを築き、新しいひとの流れをつくる」および「若い世代の結婚・出産・子育

て環境の創出」と基本目標を設定し、地域の活性化を担う人材の育成などの「人づくり」に努め、本町

での定住人口の増加を目指し、2065 年に 16,000 人の総人口を目標としています。 

図表 1.2.4. 本町人口の将来展望 

 
出典：本部町「第２期本部町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

 

<デジタル化に関する現状> 

 本町では町民への情報発信手段として、「本部町公式 LINE」「本部町子育て LINE」を運用し、暮らし

の情報や災害時の緊急情報、子育て情報などの発信を行っています。 

 観光客向けには、観光振興を目的とした「もとぶ Free Wi-Fi」を整備し、来訪者や地域住民の利便性

向上を目指しています。また、ふるさと納税の返礼品として町内の飲食店や宿泊・体験施設などで利用

できる「本部町電子感謝券」を追加し、集客および町内観光の満足度向上を図っています。 
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 3. 計画策定の背景計画策定全体の流れ 

 本計画を策定するにあたり、はじめに全庁職員向けに DX 勉強会を実施し、DX 推進に対する正しい理

解と本町の掲げるビジョンの実現に向けて、自ら実践しようという意識の醸成図っています。そして課題

事項を抽出するために、現在の業務内容の棚卸とワークショップを実施し、様々な意見の吸い上げを行っ

ています。その結果を分析したうえで課題解決に向けた施策の検討をしています。最後に施策実施の優先

度を協議し、その内容を DX 推進計画に反映させています。 

合わせて 2023 年度からの DX 推進に向けた取組を実行するための推進体制についても並行して検討し

ています。 

図表 1.3.1. 本計画策定の全体の流れ 
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第2章 本部町 DX 推進計画の方針 

 1. 本部町 DX 推進計画の構成 

 本計画は国の示す「自治体 DX 全体手順書」を参考に策定しています。はじめに全職員が同じ指針に向

けて本町の DX 推進を行っていくための全体方針を決定しています。次に自治体 DX 推進を行ううえで全

庁的・横断的な取り組みが可能な推進体制の整備をしています。最後に自治体 DX の取組実行に向けて、

実際の課題を解決するための取組事項の検討を行っています。  

図表 2.1.1. 本計画の構成 

 
 

 2. DX 推進方針・体制 

 (１) DX 推進方針（全体方針） 

 
本計画は、総合計画で定めている「将来まちづくり像」の実現を目指し、DX の観点から下支えを行

うことを目的としています。本町の特色である、自然の恵みや固有の文化、人間性を大切にする姿勢を

基調とした観光文化を活かした持続可能なまちづくりを目指し、DX 推進を行っていきます。 

 また DX を推進するにあたり、客観的なデータ、すなわちエビデンスに基づいて政策を立案するとと

もに、進捗管理や事業評価を行うことで、限られた資源の有効活用や、行政効率化・高度化を図る必要

があります。そのためにエビデンスデータを活用した政策の点検と見直しをスピーディーに繰り返すこ

とで、機動的な政策形成を実現していきます。 

 

 (２) 推進体制 

DX 推進を行うにあたり、副町長を最高情報責任者（CIO）とした本部町 DX 推進本部にて計画の推進、

進捗管理、総合的調整、計画の見直しを行います。また今後 DX 推進本部を運用するにおいては、CIO 補

佐官の検討も行います。CIO 補佐官は専門的知見に基づき助言・支援を行うことが可能な外部人材等の

配置を考えております。 

そして本部町 DX 推進本部の下に、現状把握や課題の抽出を目的とした本部町 DX 推進ワーキンググ

ループを設置しています。ワーキンググループでは、暮らし・産業・行政の DX の 3 つの分野毎に開催

し、メンバーは事務局にて各原課から対象職員を選定し実施します。これらのワーキンググループから

抽出した内容をもとに、本部町 DX 推進本部にて取組事項の決定を行います。 
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図表 2.2.1. 本部町 DX 推進体制 

 
 

図表 2.2.2. 各組織の役割 

 
 

 (３) 本町の DX 推進に向けた考え方 

本計画に記載する DX 推進に向けた取組事項は、暮らしの DX・産業の DX・行政の DX の 3 つに分類

し記載しています。暮らしの DX・産業の DX に関しては、ワーキンググループにて抽出した課題に対し

ての施策を記載しています。 

行政の DX に関しては国の方針に基づく施策と本町の課題解決に向けた施策に分けて記載しています。

国の方針に基づく施策については「自治体 DX 全体手順書【第 2.1 版】」にて定められた「重点取組事項」

と BPR の取組の徹底などといった「その他の取組事項」を本計画に記載しています。本町の課題解決に

向けた施策については、全庁業務量調査や対象原課ヒアリングから得た結果をもとに施策を記載してい

ます。 
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図表 2.2.3. 本計画に記載される施策について 

■暮らしの DX 

 <現状課題事項に対する施策> 

  ・ワーキンググループにて抽出した課題に対する取組 

   ※ワーキンググループの実施内容については、「第 3 章１．（２）課題の把握手段と各取組の

調査方法」を参照 

 

■産業の DX 

 <現状調査課題事項に対する施策> 

  ・ワーキンググループにて抽出した課題に対する取組 

■行政の DX 

<国の方針に基づく施策> 

●重点取組事項 

（１）自治体の情報システムの標準化・共通化 

（２）マイナンバーカードの普及促進 

（３）自治体の行政手続のオンライン化 

（４）自治体の AI・RPA の利用促進 

（５）テレワークの推進 

（６）セキュリティ対策の徹底 

●その他（自治体 DX の取組とあわせて取り組むべき事項） 

（１）BPR の取組の徹底（書面・押印・対面の見直し） 

（２）デジタル人材の育成・確保 

（３）オープンデータの推進 

（４）官民データ連携 

<本町の課題解決に向けた施策> 

●全庁業務量調査にて抽出した課題に対する取組 

●原課ヒアリングにて抽出した課題に対する取組 
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第3章 本部町 DX 推進の取組事項 

 1. 暮らしの DX に向けた取組事項 

 (１) ビジョン、方針 

 
老若男女が快適に安心感をもって暮らすことができるよう、地域福祉の充実および提供方法の拡充に

努めます。また、現代社会を主体的に乗り越えていける人材の育成や、町民全員が町を構成する様々な

要素に参画できるような機会やネットワークを拡充していきます。 

図表：3.1.1. 暮らし DX に関連する基本目標 

 
本部町「第 4 次本部町総合計画」より作成 

 

 (２) 課題の把握手段と各取組の調査方法 

 暮らしの DX は、職員主体のワークショップを行い課題解決に向けた取組をまとめました。ワークシ

ョップのメンバーは各部門の代表という立ち位置ではなく、１住民（主観的視野）、１職員（客観的視野）

として、必要な施策を計画するために参加しています。 

またワークショップは本計画の施策検討とともに、職員の啓発・教育を意図して開催しています。 

ワークショップの内容は、はじめに本町の暮らしの問題点を市民の視点と職員の視点で洗い出し、「KJ

法」※1 で分類し問題の方向性を決定します。次に現状の問題に対して、やるべきこと（ペインポイント）、

やりたいこと（ゲインポイント）を挙げ、あるべき姿（To-Be）を考えます。考えた取組に対して、既存

事業との対応やデジタルの仕組みを活用し、付加価値を増加させる施策を検討します。ワークショップ

で検討した結果として、本部町総合計画に紐づく To-Be テーマと DX 施策を表に示します。 

本計画においては、ワークショップにて挙がった To-be テーマと本町の総合計画の基本目標を紐づけ、

DX 施策の検討を行っています。施策検討時には挙がった意見数や取組優先度などを考慮しています。 

※１「KJ 法」：紙（付箋）に一つずつ情報を記載し、その紙をグルーピング（グループ化）して情報を

整理する手法。断片的な情報やアイディアを整理する目的で用いられます。 
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図表 3.1.2. 課題の把握から計画策定までの流れ 

 
 

図表 3.1.3. 総合計画の基本目標と WS で挙がったテーマに対する DX 施策への結び付け 

 
 

基本目標 ワークショップ To-Beテーマ DX施策

【健康】

・健康と食の教育

・健康促進

　①　デジタル技術を有効活用した

　　　健康と食の教育プログラム推進

【福祉】

・子育て環境の整備

・子どもの遊び場

・交通弱者の買い物支援及び

　交通手段の拡充

・高齢者の移動支援

・交通環境の強化、充実

・子育て環境の整備

・子育て世帯支援サービス

・子育て支援

　②　母子保健事業の負担軽減と住民サービスの効率化

　③　「ゆりかごから墓場まで」支援システム

　　　（もとぶ福祉情報総合連携プラットフォーム）の構築

　④　交通弱者移動支援MaaSの構築

４．武本部の精神で未来を担いふるさと愛を育むひとづくり

・次代を担う人材の育成

・郷土もとぶを愛する人づくり、

　生涯を通して学ぶ豊かな人間形成

・健全な心と身体を育むスポーツ・レクリエーションの推進

・地域の誇りある歴史・文化の継承と創造

・開かれた交流社会の創造

【教育】

・武本部教育支援

・ネット活用した学習

・子どもの教育支援

・子育て支援

・子どもの自主性を育てよう

・スポーツ団体への支援

・ネット活用した学習

・本部高校ものづくり学科整備事業

・子どもインフルエンサー育成事業

　⑤　オンラインを活用した学びの場の拡充

　⑥　学校-保護者間の連絡デジタル化

５．強い絆と和を備えた柔軟なまち

・災害に強いまちづくりの推進

・支えあいの地域社会の形成

・交流と連携による協働のまちづくりの推進

【コミュニティ】

・スポーツ団体への支援

・地域コミュニティーへの支援

　⑦　地域コミュニティ連携

　　　ソーシャルネットワークサービスの構築

　⑧　防災システムの構築

３．あたたかさと安らぎに満ちた癒しのまちづくり

・いきいきと暮らせる健康長寿の推進

・障がい者も安心して暮らせる環境づくり

・未来を築く元気な子どもの育成

・みんなが健康で元気に暮らせる保健・医療の充実

・環境保全の推進

・快適な生活環境の確保
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 (３) 課題解決に向けた施策 

 アクションプランの記載例                              ※１ 

 
※１：SDGs17 の目標のうち、該当するものを記載。 

  ※２：想定事業費については実施する内容によって、金額が大幅に変更する可能性があります。 

     金額の想定範囲は下記の通りになります。 

     小：～5 百万円（未満）、中：5 百万円～10 百万円（未満）、 

大：10 百万円～15 百万円（未満）、特大：15 百万円～ 

※３：アクションプランについては令和 4 年度時点の現状課題から検討したものになるため、毎年本

町の状況を考慮して実施内容が変更する場合があります。 

施策分野

施策名 想定事業費 ※2

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課・関係者（例）

施策の想定効果

備考 その他記載すべき事項がある場合に記載

各関係者の施策実施による想定効果を記載

施策の内容を記載

施策のイメージ図を記載

利用用途（例）

施策実施において、関わりが

発生する原課や関係者を記

載

各関係者の利用用途、役割を記載

施策を実施する目的を記載する

暮らしのDX、産業のDX、行政のDXのどの分野に該当するか記載

施策名を記載

施策を実施することによって解決される課題を記載

どのように課題を抽出したか（ワークショップ、原課ヒアリング、全庁業務量調査）を記載
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アクションプラン 

（暮らしの DX） 
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① デジタル技術を有効活用した健康と食の教育プログラム推進              

 

施策分野

施策名 想定事業費 特大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

住民

保健所

医療関係者

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

データヘルスを活用した生活習慣の早期改善や重症化予防、健康寿命の延伸により医療費の削減を実

現する。

【住民】

蓄積したデータや将来の健康状態の予測から、自らの健康状態を把握し、住民一人ひとりに合った生活習

慣の早期改善や重症化予防、健康寿命の延伸を行うことができる。

自分の健康状態に応じたサービスを受けられるようにすることを目的に、「データを活用した次世代型のヘルス

ケアシステム」の構築を行う。そして住民一人ひとりが、自分の健康や医療・介護に関する情報（PHR）を

生涯を通して時系列的に管理・活用することを可能とする。

利用用途（例）

地域・食育情報の活用・更新

地域全体の健康への取組の状況把握

健康に関するデータを蓄積

将来の健康状態を予測

食育などのコンテンツを自身の健康増進に活用

産業医との相談、予約受付

健康に関する情報提供

健康に関する情報提供

対象者の健康への取組の状況把握

暮らしのDX

①デジタル技術を有効活用した健康と食の教育プログラム推進

健康への意識向上、生活習慣の改善、地域食材を通じた食育、医療費削減

ワークショップ

住民の健康維持や増進のため、デジタル技術や住民の健康・医療・介護などのデータを活用し、運動機会

の創出や効率的な健康管理、疾病予防に繋げ、医療費の削減に努めることを目的とする。また、地元の食

材の収穫や調理体験を企画することでの食育推進も目的としている。
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② 母子保健事業の負担軽減と住民サービスの効率化                   

 

施策分野

施策名 想定事業費 小

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

住民

医療関係者

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

検診スケジュールの自動作成など住民への周知作業の負担軽減が期待できる。また予約電話の対応が削

減される。

また、紙で管理している予診票を電子化することにより、予防接種後のシステム投入作業を簡素化（RPA

などの活用）が可能になる。

【住民】

個人専用のスケジュールを自動メール送信によるお知らせ機能により、接種忘れ、予防接種間隔の誤り、別

ワクチン接種などの接種事故を防止できる。また健診やイベント情報など、自治体からの様々な子育て情報

を子どもの年齢に合わせ効率よく配信できるため、住民サービス向上が期待できる。

　

【医療関係者】

予診票を電子化することで、紙の持参忘れ防止や業務の効率化が期待できる。

紙で管理している母子手帳をアプリ上でも管理可能とし、予防接種の予約や検診結果の管理、地域の子

育て情報の発信まで実現する。

利用用途（例）

予防接種や地域情報発信

検診スケジュールの自動作成

予診票の電子化

予防接種情報や地域情報の取得

母子手帳の電子化管理

検診予約の簡素化

予診票の電子化

予約対応の簡素化

母子手帳をアプリを活用し、乳幼児の予防接種スケジュールの調整や、医療機関・子育て情報などの情報

配信を行うことでの子育て環境の充実を目的とする。

暮らしのDX

②母子保健事業の負担軽減と住民サービス効率化

予防接種のスケジュール管理や情報発信の簡素化

ワークショップ
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③ 「ゆりかごから墓場まで」支援システム（もとぶ福祉情報総合連携プラットフォーム）の構築 

 

施策分野

施策名 想定事業費 特大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

住民

地域関係者

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

住民の満足度向上による地域の魅力度アップが可能になる。

【住民】

安心した地域生活を送ることが可能になる。

ライフイベントに関わる情報を包括的に管理するプラットフォームを整備する。自治体だけでなく地域関係者

と共有することで、「ゆりかごから墓場まで」すべての住民に対する抜け漏れのない支援を行うことを可能とす

る。

利用用途（例）

必要な人に必要なタイミングで必要な情報を住民と関係企業等に提供する

ライフイベントにおける各種オンライン手続き、物資や医療・介護などのサービ

スを受ける

自治体と連携したサービス提供

暮らしのDX

③「ゆりかごから墓場まで」支援システムの構築

地域一体となった包括的支援、すべての住民に対する抜け漏れのない支援

ワークショップ

子育てや福祉関係のシステムなどの個別システムを統合し連携をすることで、迅速で高度なサービス提供を

目的とする。関連情報の集約と地域関係者での共有による包括的な支援体制の構築を目指す。



17 

 

④ 交通弱者移動支援 MaaS の構築                           

 
 

施策分野

施策名 想定事業費 特大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

住民

観光客

交通機関

施策の想定効果

備考

運転免許返納後の高齢者など、移動手段に課題を抱える住民・観光客に対して、公共交通機関やその

他移動サービスの活用に向けた支援を行い、移動の利便性向上を図る。

暮らしのDX

④交通弱者移動支援MaaSの構築

高齢者を含めた住民の交通手段の確保・観光客の滞在時時間の延長

ワークショップ

【住民】

目的地を検索すると最適な交通手段が提示されるため、外出時の移動手段という課題の解決に繋がる。

【観光客】

周遊ルートの検索などに活用可能であるため、効率的な観光に繋がり、レンタカーを借りずに観光周遊が可

能となる。

【交通機関】

利用客の増加や効率的な運用が可能となる。

【企業】

周遊促進に繋がり、利用客の増加に繋がる。

住民や観光客一人一人の移動のニーズに合わせて、最適な交通手段の提示を行う。タブレットやスマート

フォンから希望する目的地を検索すると経路候補が提示され、個人に合わせたルートの確認、移動の支援

が可能となる。

利用用途（例）

買い物や外出の際の移動手段の検索に活用

周遊の際のルート検索に活用

人材配置など効率的な運用に向けた活用
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⑤ オンラインを活用した学びの場の拡充                     

 

施策分野

施策名 想定事業費 大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

住民（学生・保護者）

地域関係者

施策の想定効果

備考

地域産業の情報を発信する

【本庁職員】

地域への愛着がわくことでUターン増、担い手の確保につながる。

【住民（学生・保護者）】

興味や視野が広がる、多様な働き方を選択できるようになる。

【地域関係者】

地域産業の内容や取り組みを発信することで地域の活性化に繋がり、地域産業の認知度が向上する。

地域産業を知る／体験する

暮らしのDX

⑤オンラインを活用した学びの場の拡充

地域産業に対する学びの場の実現、子どもたちの多様な働き方を可能とし、地域産業の担い手不足を解

消

ワークショップ

人口が減少し地域産業の担い手が不足する中、「地域」「ひと」「産業」で支える地域学習を実現すること

で、継続的な地域産業の活性化を目的とする。子どもたちにとって多様な働き方を選択できる社会基盤とな

ることを目指す。

多様な地域産業を知る／地域産業の情報発信を行うことが出来るようなプラットフォームを整備し、地域産

業の情報や取り組みを発信し、小中高生や保護者へ伝える。

利用用途（例）

地域産業を活用した学びの場を提供する
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⑥ 学校-保護者間の連絡デジタル化                             

 

施策分野

施策名 想定事業費 小

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

学校

住民（保護者）

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

学年やクラス単位での情報発信が可能であるため、地域情報やイベント情報などの発信が簡素化される。

【学校】

お便りや学校行事などの情報を保護者に直接発信することが可能になる。また欠席連絡をアプリ上で完結

できるため、電話対応の稼働削減に繋がる。

【住民（保護者）】

教育委員会や学校側から直接情報を受け取ることが可能になる。また欠席連絡がアプリ上で可能になるた

め、連絡が簡素化される。

クラウド型の連絡システムを導入し、日々のお便りや重要連絡事項など、スムーズに保護者-教員間の連絡

を行える環境を構築する。また保護者からの欠席連絡なども電話でなくアプリ上から受け付けることが可能と

なる。

利用用途（例）

子どものいる家庭への一斉情報発信

連絡事項などの発信

保護者からの出欠連絡の受付

イベントの出欠席などの保護者アンケートの実施

欠席連絡

連絡事項の確認

学校と保護者の連絡手段を円滑化し、重要連絡事項の漏れ防止やプリント配布の負担軽減を実現し、

児童生徒と向き合う時間の確保を目的とする。

暮らしのDX

⑥学校-保護者間の連絡デジタル化

学校-保護者間の連絡を円滑化　緊急時の連絡手段の確保

ワークショップ
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⑦ 地域コミュニティ連携ソーシャルネットワークサービスの構築             

 

施策分野

施策名 想定事業費 大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課（例）

本庁職員

住民

観光客

地域関係者

施策の想定効果

備考

町内イベント情報の入手

文化／伝統の学習

コミュニティの情報発信

イベント案内／交流

【本庁職員】

住民の満足度向上により自治体の価値が向上する。

「地域活性ポイント活用」、「省エネ・リサイクル促進」などの機能追加を行うことで継続的な価値提供が可

能となる。

【住民】

利用者一人ひとりに合わせた情報（「欲しい情報」「必要な情報」「役立つ情報」ほか）が入手できる。

「欲しい情報がどこにあるか探せない」「どんな地域・行政サービスが受けられるかわからない」といった悩みが解

決する

オンライン行政申請

行政情報の入手

災害時の情報取得

暮らしのDX

⑦地域コミュニティ連携ソーシャルネットワークサービスの構築

地域コミュニティの連携強化、交流・関係人口の増加

ワークショップ

すべての住民が平等にデジタル化によるサービスの恩恵を享受できるよう、必要な情報を発信することを目的

とする。また、町の魅力や活動などに関する情報を発信し、交流・関係人口の増加へとつなげることも目的と

している。

自治体の各サービスや情報を手軽に入手できるようなポータルサイトを整備する。住民や来町者がポータル

にアクセスし、行政情報やイベント案内などを入手可能とし、必要な情報はプッシュ通知にて発信する。

利用用途（例）

町内連絡などの発信

災害時の情報共有

アンケートや意見の収集
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⑧ 防災システムの構築                                   

 

施策分野

施策名 想定事業費 特大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

住民

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

一定の閾値を超えた場合にアラートが発報されるため、迅速な災害対応が可能になる。

災害時においても、カメラやセンサーによって状況把握が可能でるため、既存の災害情報発信システムと連

携することで、迅速な情報発信が可能になる。

【住民】

災害前に情報を受け取ることが可能となるため、被害を未然に防ぐことができる。

災害時においては、災害情報が早急に収集できるため避難時などに活用可能。

災害が発生しやすい箇所にカメラやセンサーを設置し、河川監視や道路冠水監視、高潮監視を行い、状

況確認、情報発信を行う。また将来的なデータ分析・活用に向けて、災害情報を蓄積し、災害リスクの見

える化を推進する。

利用用途（例）

災害情報の収集

住民への情報発信

蓄積データの分析・活用

災害時の避難情報や災害状況の把握

暮らしのDX

⑧防災システムの構築

災害時の迅速な情報発信

ヒアリング

災害時に住民の安全を確保するため、災害発生箇所の情報収集、住民への迅速な情報発信を目的とす

る。
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 2. 産業の DX に向けた取組事項 

 (１) ビジョン、方針 

  
本町は自他ともに魅力と感じられる、活力と魅力が融和した元気なまちを目指します。貴重な地域資

源の自然環境を次の世代へと継承し、住民生活のなかに自然があふれるまちづくりを進めていきます。

また住んでいて気持ちがよい、訪れてみたいと思えるまちを目指します。 

図表：3.2.1. 産業の DX に関連する基本目標 

 
本部町「第 4 次本部町総合計画」より作成 

 

 (２) 課題の把握手段と各取組の調査方法 

産業の DX においても、暮らしの DX（第 3 章１．（２）課題の把握手段と各取組の調査方法）と同様

にワークショップを行い、DX 施策を検討しています。 

図表 3.2.2. 総合計画の基本目標と WS で挙がったテーマに対する DX 施策への結び付け 

 

基本目標 ワークショップ To-Beテーマ DX施策

【全般】

・施設整備

・あたらしい企業・産業の創出

・企業誘致の推進

・定住を促すための仕事づくり

　①　ワーケーション推進事業

【観光】

・観光拠点の整備

・第一次産業の推進

・本部町の情報発信の強化

・観光客の町内滞留時間延長策

　の強化

　②　全住民参加型もとぶ魅力発信事業

　③　域内観光情報の高度デジタル化促進事業

【一次産業】

・農業支援

・情報発信強化

・IoT支援

・第一次産業の推進

　④　もとぶ農家情報プラットフォームの構築

　

　⑤　一次産業現場でのIoT化促進

【交通・物流】

・交通・物流の強化

・アクセスしやすい玄関づくり

・町外へ魅力発信のための

　物流改革

　⑥　水納島ドローン活用配送事業

【移住・定住】

・空き家活用

・移住しやすい環境づくり

・移住・定住促進事業

・街づくりの整備

　⑦　空き家活用スタートアップ支援事業

１．活力と魅力が融和する元気なまちづくり

・農林水産業の高付加価値化

・地域力を活かした観光の高度化

・にぎわいと活力あふれる商工業の振興

・産業・経済を担う人材の育成

２．豊かな自然を活かし自然と共生する住みよいまちづくり

・豊かな太陽と海と緑の保全と創造

・地域特性に応じた都市機能の配置

・魅力ある集落空間の創造

・交流・流通の活発化を促す交通・情報網の充実

・都市の快適性を高める基盤の整備
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 (３) 課題解決に向けた施策 

アクションプランの記載例                              ※１ 

  
※１：SDGs17 の目標のうち、該当するものを記載。 

  ※２：想定事業費については実施する内容によって、金額が大幅に変更する可能性があります。 

     金額の想定範囲は下記の通りになります。 

     小：～5 百万円（未満）、中：5 百万円～10 百万円（未満）、 

大：10 百万円～15 百万円（未満）、特大：15 百万円～ 

※３：アクションプランについては令和 4 年度時点の現状課題から検討したものになるため、毎年本

町の状況を考慮して実施内容が変更する場合があります。 

施策分野

施策名 想定事業費 ※2

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課・関係者（例）

施策の想定効果

備考 その他記載すべき事項がある場合に記載

各関係者の施策実施による想定効果を記載

施策の内容を記載

施策のイメージ図を記載

利用用途（例）

施策実施において、関わりが

発生する原課や関係者を記

載

各関係者の利用用途、役割を記載

施策を実施する目的を記載する

暮らしのDX、産業のDX、行政のDXのどの分野に該当するか記載

施策名を記載

施策を実施することによって解決される課題を記載

どのように課題を抽出したか（ワークショップ、原課ヒアリング、全庁業務量調査）を記載
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アクションプラン 

（産業の DX） 
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① ワーケーション推進事業                                 

 

施策分野

施策名 想定事業費 特大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

企業

観光客

施策の想定効果

備考

旅行先での勤務

【本庁職員】

空き家、空き施設の利活用。観光客や移住者、定住者の増加に繋がる。

【企業】

サテライトオフィスの開設により、自由な働き方の実現、広域での人材獲得が可能になる。

【観光客】

旅行先で勤務をすることで、長期滞在が可能になる。

空き施設の利活用・サテライトオフィスの開設

産業のDX

①ワーケーション推進事業

企業誘致、空き施設の利活用

ワークショップ

サテライトオフィスやテレワークにて活用できる施設の整備を行い、本町への新しい人の流れを作り、企業誘致

や新たな企業・産業の創出、移住・定住を促すことを目的とする。

空き家や築年数の古い施設などをリノベーションし、業務に必要な環境（PC端末やネットワーク環境、OA

機器など）の整備を行う。

利用用途（例）

空きスペースの活用
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② 全住民参加型もとぶ魅力発信事業                           

 
 

施策分野

施策名 想定事業費 中

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

企業・地域関係者

観光客・住民

施策の想定効果

備考

情報の取得

イベントの参加/アンケート回答

SNS投稿

【本庁職員・企業・地域関係者】

利用者に近いアプリケーションを利用することで、利用者に情報が届けやすくなる。

アンケートやデータ分析により、更なる効果的な施策につなげることができる。

【観光客・住民】

本町周辺エリアに関するまとまった情報を手軽に取得できる。

観光客、住民向けにイベントや店舗情報を発信することにより、本町の魅力を知ることが可能となり、本町全

体の活性化に繋がる。

利用用途（例）

情報のとりまとめ・発信

イベントや利用者データの分析

イベントや店舗情報の提供

分析データの受領・活用

本町の観光資源の魅力、歴史や文化などの価値を、デジタル技術を活用して効果的に発信し、体験型観

光や周遊型観光を促進することで、観光客の満足度向上、地域経済の活性化などを目指すことを目的と

する。

産業のDX

②全住民参加型もとぶ魅力発信事業

観光客の満足度向上、地域経済の活性化

ワークショップ
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③ 域内観光情報の高度デジタル化促進                             

 

施策分野

施策名 想定事業費 特大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員・企業

観光客

施策の想定効果

備考

【本庁職員・企業】

収集したオープンデータを活用し、より観光客に寄り添った事業の実施、情報の発信を可能にする。

観光客からの情報を収集・分析することでイベントの価値を短期間で向上、滞留時間の延長を実現する。

メタバースなどを活用することで、現地でなくても本町の魅力を体験することが可能になる。

【観光客】

デジタル化による観光やイベントへの利便性の向上。

イベント、交通、周辺情報の充実による観光ハードルの低下。

情報の取得

イベントへの参加

産業のDX

③ 域内観光情報の高度デジタル化促進

観光拠点の整備、観光客の町内滞留時間延長

ワークショップ

域内における観光関連活動の総デジタル化による利便性の向上、オープンデータやメタバース空間活用など

による関係人口獲得と地域資源活用の強化を図る。

本町におけるイベント価値の最大化、およびイベント状況の可視化と分析が可能な仕組みの構築を行う。ま

た、観光関連情報などのデータを収集・分析し、オープンデータ化やデータに基づく観光振興戦略の策定・見

直しが随時・迅速にできる環境の構築を行い、観光行をDXにより推進していく。

利用用途（例）

情報の発信

データ利活用、顧客分析
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④ もとぶ農家情報プラットフォームの構築                        

 
 

 

施策分野

施策名 想定事業費 特大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

住民・企業（農家）

企業（飲食店）

就農希望者

施策の想定効果

備考

収穫予定の情報確認

農地情報参照

【本庁職員】

農地情報を一元管理し、簡単操作で表示することで農業委員会の業務効率化を実現する。

空いている農地・耕作放棄地を活用できる。

【住民・企業（農家）】

収穫予定を掲載することで収穫前に販売先が見つかり、地産地消に貢献。（機会損失を防ぐ）

【企業（飲食店）】

農家から直接取り寄せることで市場より安く、新鮮な食材を入手できる。

【就農希望者】

空いている農地・耕作放棄地を見つけられる。

収穫予定登録

需要者情報の確認

産業のDX

④もとぶ農家情報プラットフォームの構築

農地情報の電子化および一元管理、農家-飲食店-消費者のマッチング

ワークショップ

農家と飲食店、消費者の需要供給情報を集約し、相互利益につなげるための機能を整備することを目的と

する。また空いている農地・耕作放棄地の利活用に向けて就農希望者とマッチングさせるといった、農用地の

高度利活用促進も目的とする。

農家情報プラットフォームを整備する。農家のさまざまな情報をデジタル化および一元管理し、飲食店や消

費者とのマッチングを行う。農地情報を利用して空いている農地・耕作放棄地の利活用を進める。

利用用途（例）

農地利用状況調査
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⑤ 一次産業現場での IoT 化促進                             

 
 

 

 

施策分野

施策名 想定事業費 大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

企業

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

一次産業の担い手不足が解消し、地域の活性化と市場競争力づくりを実現する。

【企業】

人手不足の解消と担い手の育成を実現する。

熟練者の技術や若手生産者が学ぶべき技術や作業ポイントをIoTを活用して見える化し、新規に一次産

業に従事したい方への受け入れ準備を整える。一次産業従事後は生育目標との差を見える化し、高品質

な産物を生産できるよう継続支援を行う。

利用用途（例）

一次産業の担い手育成

技術や作業ポイントの習得

新規に一次産業に従事したい方を育成・強化・支援することを目的とし、営業のためのノウハウ習得や経営

者としての自立・定着を目指す。

産業のDX

⑤一次産業現場でのIoT化促進

人手不足解消、担い手の育成

ワークショップ
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⑥ 水納島ドローン活用配送事業                             

 

施策分野

施策名 想定事業費 中

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

住民

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

災害時に迅速な救援対応・被害状況の確認が可能。

【住民】

利便性の向上。船が出航できない日においても物品の運搬が可能になる。

ドローンを活用し、島民に日用品や医薬品などを届ける。災害時には被害確認や物資配送に活用する。

利用用途（例）

災害時の被害状況確認

（平時・災害時ともに）日用品や医療品などの配送

日用品や医療品などの受領

ドローンを利用した空輸を実現し、島民に日用品や医薬品などを届けることにより利便性を強化することを目

的とする。平時のみではなく、災害時の迅速な被害確認や情報収集にドローンを活用する。

産業のDX

⑥水納島ドローン活用配送事業

利便性の強化

ワークショップ
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⑦ 空き家活用スタートアップ支援事業                             

 

施策分野

施策名 想定事業費 中

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 関係者（例）

本庁職員

企業

施策の想定効果

備考

【本庁職員】

空き家の有効活用を実現。

関係人口の増加と移住促進を実現する。

スタートアップ事業支援による地域産業活性化を実現する。

【企業】

空き家活用により初期費用を抑えた起業を実現する。

空き家活用による初期費用を抑えた起業

産業のDX

⑦ 空き家活用スタートアップ支援事業

空き家の有効活用、地域産業活性化

ワークショップ

増加傾向にある空き家を活用したスタートアップ事業の支援を行い、地域産業の活性化を目的とする。また

空き家の有効活用と関係人口増加による移住の促進を目指す。

自治体はコーディネータなどと連携して空き家情報を把握し、移住促進に向けたPRやマッチングを行い、起

業希望者へ空き家提供およびスタートアップ補助金を交付する。

利用用途（例）

起業希望者への空き家提供およびスタートアップ補助金の交付
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 3. 行政の DX に向けた取組事項 

 (１) ビジョン、方針 

 
国の方針に基づく施策と本町の課題解決に向けた施策に取り組み、デジタルの活用を推進し行政運営

の効率化による住民サービスの向上を目指します。 

図表：3.3.1. 産業の DX に関連する基本目標 

 
本部町「第 4 次本部町総合計画」より作成 

 

 (２) 課題の把握手段と各取組の調査方法 

行政の DX においては、全庁業務量調査と原課ヒアリングから課題の把握を行いました。全庁業務量

調査では、業務分類を正規職員でなければできない仕事（コア業務）と、職員でなくともできる仕事（ノン

コア業務）に分類し、その中でも専門性が不要で定型的な作業を「Ⅲ．ノンコア」と呼び、デジタル化な

どによる費用対効果が高い業務としています。これらの業務は ICT による自動化や BPO などに取り組

み、業務改善を図る必要があります。本町の全庁業務量調査では、約 1/3 が「Ⅲ．ノンコア」であるた

め、業務の見直しや BPO、後述の BPR に取り組むことで行政の DX の推進を図ります。 

原課ヒアリングについては、国の方針に基づく施策に関連する原課に対し、現状と今後の取組方針を

確認し、取組事項の検討を行っています。 

図表 3.3.2. 業務性質による分類内容 

 
 

 

業務性質 考えられる施策

Ⅰ．コア ICTソリューションの導入

Ⅱ．ノンコア 専門性が必要な作業 会計年度任用職員活用

Ⅲ．ノンコア
専門性が不要で

定型的な作業

ICTによる自動化

OCR等でのデータ化

BPO（外部委託）

Ⅳ．ノンコア
専門性が不要で

非定型的な作業

ICTソリューションの導入

BPO（外部委託）

内容

職員でなければできない仕事

職員でなくとも

できる作業
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図表 3.3.3. 全庁業務量調査結果の抜粋 

 
 

 (３) 国の方針に基づく施策 

① 自治体の情報システムの標準化・共通化 

国において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」「地方公共団体情報システムの標準化に

関する法律」、および「デジタル・ガバメント実行計画」が定められています。その内容に基づき、自

治体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化などを推進するため、

自治体の情報システムの標準化・共通化に取り組む必要があります。 

本町としても総務省にて公表している「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」に準

じて情報システムの標準化・共通化に取り組んでいます。令和 4 年度には既存システムの概要調査な

どを実施し、基幹業務ガバメントクラウドへの移行推進計画（以下、移行推進計画）を作成していま

す。今後は移行推進計画の内容をもとに現行業務と標準仕様との比較分析を実施し、移行計画を作成

していきます。 

図表 3.3.4. ガバメントクラウド移行の想定スケジュール 

 
 

 
 

② マイナンバーカードの普及促進 

マイナンバーカードは今後のデジタル社会の基盤となるもので、住民のマイナンバーカードの取得

の促進や利便性の向上に取り組みます。本町の令和 5 年1月時点のマイナンバーカード交付率は 40.0％
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になります。ほぼすべての国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指す政府の方針の下で普及

促進に向けて、本町としても交付対応に必要な体制を整えるべく、補助金の活用なども行いながら窓

口対応を実施しています。 

今後は郵便局・コンビニにおける証明書の交付、健康保険証への利用、円滑な給付の実現など、マ

イナンバーカードの利活用促進についても検討・実施を進めていきます。また窓口へのマイナンバー

カード受付端末の設置、マイナンバーカードと連携したアプリケーションの導入などにより、住民が

何度も住所や氏名を入力したり、身分証明書を提示したりする面倒な手続を解消していくことを目指

します。 

図表 3.3.5. コンビニ交付による導入効果について 

 
        出典：総務省「地方公共団体向けパンフレット（第 10 版）」 

 

 
 

③ 行政手続のオンライン化 

行政手続のオンライン化を推進していくことで「住民の利便性向上」、「行政運営の簡素化・効率化」

に繋がります。前述のとおり、住民へマイナンバーカードの普及を促進している観点からもマイナン
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バーカード保有のメリットを最大限享受できるように本町としても行政手続のオンライン化に取り

組んで行きます。 

現状は図書館の図書貸出予約や地方税申告手続（eLTAX）のオンライン化は実施済みです。今後は

その他の業務についても住民生活に大きく影響する手続を優先的にオンライン化対応していき、住民

サービスの向上に繋げていきます。 

図表 3.3.6. 自治体の行政手続オンライン化に係る手順書の概要 

 
出典：総務省「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書【第 2.0 版】（概要）」 

 

 
 

④ AI・RPA の利用促進 

「デジタル・ガバメント実行計画」に記載があるように、希少化する人的資源を本来注力するべき

業務に振り向けるため、AI や RPA などのデジタル技術は地方公共団体の業務を改善する有力なツー

ルとなります。具体的には現状行っている業務のうちの定型業務において、AI-OCR による読み込み作

業、RPA による入力作業などを活用することで職員の事務負担の軽減、業務の効率化を実現すること

ができます。また AI チャットボットなどの導入により、問合せ窓口の 24 時間対応、多言語対応の実

現など、住民サービスの向上に繋がります。 

導入に際しては、国が作成する「自治体における AI 活用・導入ガイドブック」および「自治体にお

ける RPA 導入ガイドブック」を参考として検討を進めていきます。また AI・RPA の導入の際には、

既存の業務フローを見直し、業務の最適化（BPR）を行ったうえでツールを導入し、導入効果を最大

限出せるように努めます。 

現状の取組としては、計画策定を実施する際に AI-OCR・RPA の試験導入を行い、導入メリットや

導入する際の注意事項を抽出しています。今後は試験導入と全庁業務量調査の結果を元に導入効果が

高く見込まれる業務から順に AI・RPA を活用し、職員稼働の削減および注力すべき業務への稼働割り

当てを行っていきます。 
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図表 3.3.7. 地方自治体の AI の機能別導入状況 

 
 

図表 3.3.8. 地方自治体の RPA 導入状況 

 
出典：総務省「自治体における AI・RPA 活用促進」 

 

 
 

⑤ テレワークの推進 

テレワークの推進は、多様な働き方の実現・業務効率化による行政サービスの向上・緊急時におけ

る行政機能の維持といった観点から必要な取り組みであると考えています。 

国の示すテレワークの３つの形態として、自宅にて業務を遂行する「在宅勤務」、勤務地以外にて
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業務を遂行する「サテライトオフィス勤務」、外出先や移動中にモバイル端末などを活用して業務を

遂行する「モバイルワーク」があります。本町としては一部の原課にて、在宅勤務のためのシステム

導入を行い、テレワークの推進を行っております。今後は対象とする業務の選定や労働時間の管理、

業務中のコミュニケーション手段など在宅勤務をセキュアかつ円滑に実施できる環境の整備を検討

し、さらなるテレワーク推進を行っていきます。 

またモバイルワークの実施検討も並行して行います。具体的には上長が外出・出張中においても業

務が円滑に行えるように、電子決裁システムの導入などを検討していきます。 

図表 3.3.9. テレワークの導入目的 

 
出典：総務省「地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き 概要版」 

 

 
 

⑥ セキュリティ対策の徹底 

行政の DX 推進に際しては、「物理的セキュリティ」（庁内ネットワークや業務システム、使用機器

などにおけるセキュリティ対策）と「人的セキュリティ」（職員の情報セキュリティ意識・能力）、「技

術的セキュリティ」（アクセス制御や不正プログラム対策など）が必要となります。最新の技術や知見

を活用し、高度な利便性を確保しながら情報セキュリティ対策の強化に取り組んでいきます。 

本町のセキュリティポリシーについては、国の示す「地方公共団体における情報セキュリティポリ

シーに関するガイドライン（令和４年 3 月版）」に準じて令和 4 年度に改定を行っております。セキュ

リティポリシーについては国の動きと最新の情勢を加味したうえで、必要な改定を行います。 

また全庁職員に対して、定期的にセキュリティ研修を実施するなどセキュリティ対策を十分講じた

うえで業務を行います。 
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図表 3.3.10. サイバーセキュリティの確保について 

 
出典：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 

 

 
 

⑦ BPR の取組の徹底 

これまでの行政サービスにおいては、書面での申請や、押印・署名や対面を必要とする手続が数多

く存在してきました。住民の利便性向上と職員の業務効率化の実現に向け、法律や全国一律の制度で

義務付けられているなどの真に必要なものを除き、ペーパーレス化、押印・署名・対面の見直しなど

に取り組みます。 

さらに、業務プロセスの可視化を行ったうえで見直しと改革を進めます。行政の DX の目的である

「利用者中心の行政サービス」の実現に向け、全庁業務量調査による業務量の数値化・可視化した結

果に基づく業務改革（BPR）に取り組みます。業務の工程や庁内外の関係者との連携など、業務の内

容と流れを明確にすることで無駄や非効率が生じている工程を把握し、プロセスの見直しと最適化を

行います。業務工程における情報の流れも明確にし、デジタル管理していきます。加えて電子申請、

電子決裁、電子契約、電子入札などのデジタル技術の導入も検討していきます。 

また BPR の取り組みについては全庁的に実施する必要があるため、本計画策定時には各原課の職員

向けに BPR 勉強会を実施しました。そして一部の原課では業務フローの作成まで実施しています。今

後はさらなる業務フロー作成と、作成した業務フローを元に業務の最適化に取り組んでいきます。 

図表 3.3.11. BPR 実施の流れについて 

 
 

 
 

⑧ デジタル人材の育成・確保 

 本町全体で DX を推進するに当たって、首長や幹部職員から一般職員まで基礎的な共通理解を形成
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することが不可欠になります。そのため本町としては「内部人材の育成」と「外部人材の活用」によ

り行政職員の IT リテラシーの向上に努めます。 

内部人材の育成については、本計画策定時に全庁職員向けに DX 勉強会を実施し、DX 推進に対する

機運醸成を図る取り組みを行っています。今後も継続した DX 推進に向けて、定期的な勉強会の開催

や J-LIS にて実施している e-ラーニングの受講促進などを行っていきます。 

外部人材の活用については、行政業務への理解と専門的な知識を持ち合わせた CIO 補佐官の配置検

討をし、DX 推進体制の強化を行います。 

 

 
 

⑨ オープンデータの推進 

 沖縄県が主導として取り組み、公開している「沖縄県オープンデータカタログ」は、県が所管・保

有する電子情報の中から、地理情報システムのデータおよび統計情報、市町村データの一部を誰もが

自由に再利用を可能な形で提供しています。「沖縄県オープンデータカタログ」を公開することで、行

政の透明性・信頼性の向上を図るとともに、公開されたデータを利活用した様々な新しい形のビジネ

スが創出され、社会・経済の発展に寄与していくことを目的としています。 

本町としても県と連携し、人口情報の提供などを行いオープンデータの推進に取り組んでいます。

今後も継続してオープンデータの推進に取り組み、データ量の増加、質の高い利用者が活用しやすい

データの公開を目指していきます。 

図表 3.3.12. 包括的データ戦略の推進について 

 
出典：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 

 

 
 

⑩ 官民データ連携の推進 

本町が地域における最大のデータホルダーである現状を鑑み、官民の相互連携を前提としたデータ
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整備を行い、データに基づく政策立案（EBPM）をはじめとするデータ活用を通じた新たな価値の創造

に努めます。将来的な官民データ連携基盤整備に向けて、まずは各分野（観光・教育・医療・交通な

ど）のサービスの内、住民が効果を実感できるデジタル化から取り組み、そのうえで分野を超えた連

携といったステップにて官民データ連携の推進を目指していきます。 

現在は官民データ連携に向けて、住民がデジタル化、将来的な官民データ連携のメリットを感じら

れるような分野、施策を検討しています。施策の検討においては、本町内に留まらず周辺市町村との

連携も視野に入れて行っています。 

図表 3.3.13. 官民データ連携基盤整備に向けたステップ 

 
出典：デジタル庁「データ連携基盤の整備について」 
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 (４) 本町の課題解決に向けた施策 

  全庁業務量調査および原課ヒアリングの結果より抽出した課題に対しての解決策を、施策ごとに以下

（図表 3.3.15. 課題解決に向けた施策一覧）に記載しています。施策については国の方針に基づく施策

（重点取組事項/その他取組事項）と本町の課題解決に向けた施策に分類し記載しています。 

図表 3.3.14. 取組事項の分類 

 
 

図表 3.3.15. 課題解決に向けた施策一覧 
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アクションプランの記載例                               ※１ 

 
※１：想定事業費については実施する内容によって、金額が大幅に変更する可能性があります。 

  金額の想定範囲は下記の通りになります。 

  小：～5 百万円（未満）、中：5 百万円～10 百万円（未満）、 

大：10 百万円～15 百万円（未満）、特大：15 百万円～ 

   ※２：「国の方針に基づく施策（重点取組事項）」「国の方針に基づく施策（その他取組事項）」「本町課

題解決に向けた施策」の内、該当するものを記載。 

※３：アクションプランについては令和 4 年度時点の現状課題から検討したものになるため、毎年本

町の状況を考慮して実施内容が変更する場合があります。 

施策分野

施策名 想定事業費 ※2

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課・関係者（例）

施策の想定効果

備考

施策を実施する目的を記載する

暮らしのDX、産業のDX、行政のDXのどの分野に該当するか記載

施策名を記載

施策を実施することによって解決される課題を記載

どのように課題を抽出したか（ワークショップ、原課ヒアリング、全庁業務量調査）を記載

施策の内容を記載

施策のイメージ図を記載

利用用途（例）

施策実施において、関わりが

発生する原課や関係者を記

載

各関係者の利用用途、役割を記載

その他記載すべき事項がある場合に記載

各関係者の施策実施による想定効果を記載
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アクションプラン 

（行政の DX） 



44 

 

施策①：庁内業務の BPR 推進                        

 

施策分野

施策名 想定事業費 中

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課（例）

健康づくり推進課

教育委員会

住民課

施策の想定効果

備考

起案・決裁スキームの見直し

窓口対応の見直し（窓口支援システムの導入や押印要否の再確認など）

行政のDX

①庁内業務のBPR推進

明確化されていない（業務フローのない）業務や属人化（特定の職員でないとできないと）されている業務の

整理

全庁業務量調査、原課ヒアリング

既存の業務内容、業務フロー、ルールなどを全面的に見直し、再設計していくことにより、業務効率化を図り、職

員の稼働軽減を目的とする。

【庁内職員向け】

既存業務の効率化・最適化を図ることで、稼働負担軽減に繋がるため、残業時間の削減や削減した分の稼働

を窓口対応への時間に充てることが可能となる。

【住民向け】

バックヤードでの作業負担軽減により、窓口対応に充てられる稼働が増えるため待ち時間の軽減など住民サービ

スの向上に繋がることが期待できる。

自治体DX支援プラットフォームなどのシステムを活用しながら業務の見える化（業務フローの作成）を行う。そし

て現状把握を実施した上でECRS【排除・結合分離・交換・簡素化】4原則の視点で業務フローを見直し、庁

内業務効率化の実現する。

利用用途（例）

データ入力業務の見直し（紙での管理の見直し、定型業務の自動化など）
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施策②：庁内の定型業務の自動化                       

 

施策分野

施策名 想定事業費 中

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課（例）

住民課

健康づくり推進課

上下水道課

総務課

施策の想定効果

備考

【庁内職員向け】

定型業務を自動化することで、大幅な業務効率化と労働時間の削減が期待できる。

疲労などによる入力ミス（ヒューマンエラー防止）や特定の職員でないと実施できないといった属人化防止に

も繋がる。

【住民向け】

バックヤード作業を効率化することで、窓口対応などに稼働をかけられるため、住民サービス向上に繋がる。

行政のDX

②庁内の定型業務の自動化

正規職員が実施している、専門性不要かつ定型業務の実施体制の見直し

全庁業務量調査、原課ヒアリング

住民サービスの向上に向けて、定型業務（システムへの転記作業など）を自動化し、バックヤード作業の効

率化を図り窓口対応などに稼働を充てられる体制づくりを目的とする。

手書きの帳票をAI-OCRにて読み取り電子データ化、そして定型業務（システムへの入力やExcel作成な

ど）をRPAにて自動化し、職員の稼働削減を実現する。

利用用途（例）

軽自動車税の登録・廃棄業務の定型作業自動化

各種調査の回答に向けたデータ入力業務の定型作業自動化

予診票の入力業務の定型作業自動化

還付・充当・減免業務の定型作業自動化
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施策③：相談・問い合わせ業務の効率化                     

 

施策分野

施策名 想定事業費 小

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課（例）

健康づくり推進課

住民課

教育委員会事務局

子育て支援課

総務課

福祉課

施策の想定効果

備考

現状住民からの相談・問い合わせは電話や来庁しての確認が主となっているため、対応体制を見直し、迅

速かつ効率的に対応することを目的とする。

行政のDX

③相談・問い合わせ業務の効率化

住民からの相談・問い合わせの対応体制の見直し

全庁業務量調査

各種申請の手順に係る問い合わせなどへの活用

転入出社からの問い合わせなどへの活用

保育園入所に係る問い合わせなどへの活用

ふるさと納税に係る問い合わせなどへの活用

介護認定に係る問い合わせなどへの活用

【庁内職員向け】

窓口や電話での相談・問い合わせ業務の削減に繋がる。

【住民向け】

AIチャットボットやFAQによって24時間問い合わせ可能になり、迅速な回答を受けることが可能となる。また

電話や窓口での待ち時間削減に繋がる。

相談・問い合わせは重複する内容も多くあるため、AIチャットボットやFAQの活用により、迅速な回答かつ役

場への問い合わせの削減を実現する。

利用用途（例）

コロナワクチン接種に関わる問い合わせなどへの活用
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施策④：窓口対応業務の効率化                        

 

施策分野

施策名 想定事業費 大

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課（例）

住民課

子育て支援課

福祉課

施策の想定効果

備考

【庁内職員向け】

ヒアリングを行いながらの申請書作成が可能となり、申請書の記入ミス削減に繋がる。また申請書の電子化

により窓口対応後のシステム入力などの作業負担軽減（RPAの活用など）に繋がる。

【住民向け】

申請書の記入負担の軽減や事前申請による待ち時間の削減に繋がる。

窓口支援システムの導入により、住民が来庁した際に窓口にてヒアリングを行いながらシステム上で申請書の

作成が可能となる。また来庁前に事前申請を行うことで、スムーズな各種書類の発行が可能となり、待ち時

間の削減に繋がる。

利用用途（例）

住民異動に伴う手続きや住民票などの証明書発行業務の電子申請化

医療費助成金などの手続きの電子申請化

介護認定の申請などの手続き電子申請化

行政のDX

④窓口対応業務の効率化

住民が来庁した際の待ち時間削減、申請書の記入負担の軽減

全庁業務量調査、原課ヒアリング

申請書の記載を電子化、スマートフォンによる事前申請を実施することによる、待ち時間の削減や住民負担

の軽減の実現を目的とする。
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施策⑤：庁内業務ペーパーレス化推進                     

 

施策分野

施策名 想定事業費 中

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課（例）

全原課

施策の想定効果

備考

【庁内職員向け】

紙にて管理していた書類の電子化や電子決裁による稼働負担の軽減、迅速な決裁対応が可能となる。

【住民向け】

バックヤード作業を効率化することで、窓口対応などに稼働をかけられるため、住民サービス向上に繋がる。

文書管理システムを活用し、現状紙で管理している書類を電子化する。また電子決裁も可能とし、起案書

などの印刷も不要とするとこで職員の稼働負担軽減に繋げる。

利用用途（例）

上長への決裁の際に電子決裁を活用

紙にて管理している申請書などを文書管理システム上で管理

行政のDX

⑤庁内業務ペーパーレス化推進

紙にて運用している業務の効率化、紙の保管場所の削減

全庁業務量調査

紙にて管理している申請書などの各種書類を電子化することで、管理の簡素化や保管スペースの削減、セ

キュリティ向上を実現することを目的とする。
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施策⑥：議事録作成業務の効率化                        

施策分野

施策名 想定事業費 中

解決する課題

課題の抽出方法

施策目的

施策内容

内容

施策イメージ図

関係者の例 対象原課（例）

福祉課

議会事務局

子育て支援課

企画商工観光課

施策の想定効果

備考

【庁内職員向け】

自動で議事録作成を行うことが可能であるため、会議録音の聞き直しが不要となり、軽微な修正程度の作

業となるため稼働負担の軽減に繋がる。

リアルタイムでの文字起こしが可能であるため、Web会議などで話者の声が聞きとれなかった際の確認に活用

可能。

【住民向け】

バックヤード作業を効率化することで、窓口対応などに稼働をかけられるため、住民サービス向上に繋がる。

AI議事録作成システムを活用し、会議や議会中にリアルタイムで文字起こしを行い、議事録作成の負担軽

減を実現する。

利用用途（例）

住民訪問の際に作成する、ヒアリング内容についての議事録への活用

議会内容についての議事録作成への活用

窓口対応内容の議事録作成への活用

課内会議の議事録作成への活用

会議や議会後に実施している議事録の作成業務負担の軽減を目的とする。

行政のDX

⑥議事録作成業務の効率化

会議や議会などの議事録作成にかかる業務負担の軽減

全庁業務量調査
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 4. ロードマップ 

 (１) 暮らしの DX 
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 (２) 産業の DX 
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 (３) 行政の DX 

① 国の方針に基づく施策 
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② 本町の課題解決に向けた施策  
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第4章 継続的な取組に向けて 

 1. 進捗管理 

本計画で設定した取組のスケジュールや達成状況などに基づき、毎年度 DX 推進本部で各施策の進捗状

況の把握と施策内容の評価を行います。時々刻々と状況が変化する社会情勢や発展著しいデジタル技術の

状況を踏まえ、総務省が展開している自治体 DX 全体手順書 【第 2.1 版】にて示されている OODA

（ウーダループ）のフレームワークを活用し、柔軟でスピーディーな意思決定を行いながら、着実に計画

の推進を図ります。 

図表 4.1.1. OODA（ウーダループ）フレームワークについて 

 
 

 2. 計画の改定 

 本計画については、本町の情勢や国の方針に基づいて適宜改正していきます。また各取組事項やロー

ドマップについても現状の調査内容をもとに作成しているため、取組優先度や実施時期については年度

毎に検討し、取り組んでいきます。 
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参考資料 

 1. 課題抽出結果まとめ 

 (１) ワークショップ 

●実施内容 

 本計画策定時に全 4 回のワークショップを行いました。実施内容は以下の通りとなります。 

 ・第 1 回テーマ：ワークショップ事前説明会、暮らしの DX 現状整理 

 ・第 2 回テーマ：暮らしの DX あるべき姿の検討 

 ・第 3 回テーマ：産業の DX 現状整理 

 ・第４回テーマ：産業の DX あるべき姿の検討 

 

●実施風景 

 ワークショップはそれぞれの原課から各回 25 名ほどの職員を招集し実施しました。実際のワークショップの様子は以下の通りとなります。 

 

         ワークショップ風景                         意見出しの様子 
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●意見まとめ 

 全 4 回のワークショップより上がった意見を以下にまとめております。 

・暮らしの DX 

分野 検討テーマ 事業/施策案 事業/施策の概要 デジタルツール 

活用案 

期待効果 

教育 武本部教育支援 学校家庭連携オンライン化

整備事業 

学校全体・学年ごとの公文

の電子化、出欠確認等のデ

ジタル化 

連絡アプリ 時間の有効活用、紙資源

の消費削減。 

教育 子どもの自主性を育てよう 放課後活動支援事業 放課後に学習できる環境を

整える 

Wi-Fi、タブレッ

ト端末 

学習意欲の向上。 

教育 ネット活用した学習 オンライン授業活性化事業 離島や県外学校との交流、

異文化交流 

タブレット、

Web会議ツール 

他県、他市町村との交流

が深まる。 

教育 子どもの教育支援 保護者の収入格差による教

育格差の是正 

どの家庭においても平等な

教育を受けられるための支

援事業。習い事の動画を配

信することで、家庭でも

様々な情報が得られるよう

になる。 

習い事リモート

配信 

保護者の収入に関係なく

教育の機会を得ることが

できる。 

学校以外の子どもの居場

所づくり、不登校児の外

部との接点づくりが可

能。 

子育て 子どもの遊び場 子ども交流施設整備事業 公共施設キッズスペースや

小規模公園等の設備を行

い、子育てしやすい環境の

整備を行う。 

情報発信（HP、

SNS）、混雑状況

管理システム 

混雑状況や施設情報が把

握可能になる。利用者の

増加が期待できる。 
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分野 検討テーマ 事業/施策案 事業/施策の概要 デジタルツール 

活用案 

期待効果 

福祉 交通弱者の買い物支援および交

通手段の拡充 

もとぶ版ＭａｓＳ整備事業 地元の方が目的地までの移

動手段・時間などを手軽に

検索できるシステムの構

築。 

利用者は住民のみでなく観

光客の活用も可能になる。 

情報発信アプ

リ、オンデマン

ド交通システム 

アプリの活用により、交

通の利便性が上がり、買

い物等の外出の際の交通

課題の解決に繋がる。観

光客においては、目的地

へのルートが容易に検索

できるため満足度向上に

繋がる。 

健康 健康と食の教育 生活習慣改善プログラムモ

デル事業 

体調管理プログラムを策定

し、実際に実践してもら

い、人間ドックの数値の変

化を記録する。 

AI(パーソナライ

ズ)、情報共有ア

プリ 

生活習慣が改善されるこ

とによる、医療費の減

少。 

地域全体の健康寿命を延

ばすことも期待できる。 

医療 専門診療体制の整備 オンライン診療メニューの

充実 

町内にはない診療科を町外

の医療機関と連携し、オン

ライン上で診察が受けられ

る仕組みづくり。 

オンライン診療

システム 

通院にかかる時間負担削

減。早急な受診が可能に

なる。 

地域連携 地域コミュニティへの支援 地域コミュニティ連携事業 各地のイベント情報発信や

コミュニケーションが取れ

るような仕組みづくりを通

して、地域の活性化を図

る。 

地域ポータル

サービス 

イベントの活性化。地域

連携の向上。 
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・産業の DX 

分野 検討テーマ 事業/施策案 事業/施策の概要 デジタルツール 

活用案 

期待効果 

一次産業 農業支援 農用地の高度利活用促進事

業 

空いている農地・耕作放棄

地の利活用 

マ ッ チ ン グ ア プ

リ 

農地の拡大や空き地の有

効活用による生産能力の

向上。 

一次産業 情報発信強化 もとぶ農家情報プラットム

整備事業 

農家と飲食店の需要供給の

情報を集約し、相互利益に

つなげるための環境整備 

マ ッ チ ン グ ア プ

リ 

消費拡大・農業次世代人

材の育成。新たな農作物

や特産品の創出。 

一次産業 ＩＯＴ支援 1 次産業のＩＯＴ化導入事

業 

人手不足をロボットで補う

（養殖の自動えさやり等） 

AI 管理システム 産業の担い手不足対策。 

一次産業 施設整備 もとぶ食品加工・販売施設

整備事業 

本部でとれた食材を加工し

販売まで行える施設の整備 

SNS 、 販 売 サ イ

ト、AI 管理システ

ム 

AI の在庫管理による食品

ロスの削減。 

一次産業 第一次産業の推進 農水産業推進・環境整備事

業 

就業者を増加させることに

より、ふるさと納税の返礼

品へも活用できるような農

水産物を増やす。 

ふ る さ と 納 税 サ

イト、販売サイト 

就農者の増加により、多

種多様な農水産物の出荷

が可能になる。 

移住・定住 空き家活用 本部町空き家スタートアッ

プ事業 

空き家改修の補助・空き家

活用の支援（創業支援・移住

支援） 

情報発信（HP な

ど）、デバイス整

備 

雇用者の創出や移住者の

増加が期待できる。 

移住・定住 定住を促すための仕事づくり 物流倉庫建設 Amazon のような巨大物流

倉庫の建設 

管理システム 発注から届くまでの時間

が短縮され暮らしやすい

町づくりを実現できる。 



59 

分野 検討テーマ 事業/施策案 事業/施策の概要 デジタルツール 

活用案 

期待効果 

移住・定住 移住しやすい環境づくり もとぶショートステイトラ

イアル 

移住希望者向けに、短期の

移住体験をしてもらう。 

SNS、VR、イベン

ト情報サイト 

移住者の増加が期待でき

る。 

移住・定住 移住・定住促進事業 ゆりかごから墓場まで（地

域包括ケアシステム）整備 

いくつになっても住みやす

い（ゆりかごから墓場まで）

まちづくりのため、域内で

完結できる生活環境を整備

する。 

既 存 シ ス テ ム の

一本化 

相 談 世 帯 の デ ー

タベース化 

システムの一本化、地域

組織との連携により、住

民へのサポートが迅速に

対応可能になる。 

交通 交通・物流の強化 物流配達強化事業 町内事業者の e コマース普

及を促進させ、送料の無料

化や軽減を図ることで町内

産業の活性化に寄与する。 

販売サイト、キャ

ッシュレス決済、

配 送 状 況 確 認 の

システム 

輸送コストの軽減や販売

店舗いらずの営業形態が

期待できる。在庫問題の

改善。 

企業誘致 定住を促すための仕事づくり 県外企業オフィス誘致事業 上本部飛行場跡地にオフィ

スと社宅の整備（賃料や固

定資産の減免。） 

情報発信、オフィ

ス 空 き 管 理 シ ス

テム 

空き地の活用による企業

誘致。 

企業誘致 あたらしい企業・産業の創出 新たな産業のモノづくり・

人づくり事業 

工場見学可能な製造・加工

施設を町内に整備し、モノ

を販売する小売業との連携

を強め、モノづくりができ

る町を整備する。 

情報発信（動画配

信、施設情報発信

など） 

既製品の価値を異なる観

点から見ることで、町産

品や町内産業の魅力化を

推進できる。 

観光 情報発信強化 全住民参加型情報発信機能

整備事業 

町の魅力を住民や観光客が

気軽に情報発信および入手

できる発信サイトを構築す

る 

情報発信アプリ 本町の魅力やスポットを

知ることができ、町全体

の活気へ繋がる。 
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分野 検討テーマ 事業/施策案 事業/施策の概要 デジタルツール 

活用案 

期待効果 

観光 情報発信強化 高機能型オンラインツアー

ガイド導入事業 

VR を活用したメタバース

空間の構築し、来町せずに

本部町の魅力が発信できる

仕組みづくり。 

VR・オンライン決

済 

新たな町の魅力発見。観

光 拠 点 が デ ジ タ ル 化 さ

れ、訪問意欲向上に繋が

る。 

観光 観光客を引き留める施設づくり ワーケーション推進事業 コアワーキングスペースや

公共施設のフリーWi-Fi を

設置し、観光と仕事が両立

できる環境整備を行う。 

予 約 シ ス テ ム 、

Wi-Fi 

空き地の有効活用。観光

客の滞在時間増加に繋が

る。 

観光 関係人口の創出・増加のための

観光産業のさらなる充実 

観光体験充実のためのイン

フラ整備 

町全体どこでも Wi-Fi や自

動運転モビリティーを活用

する等、人手不足を解消し

ながら観光客の移動インフ

ラを整備する。 

Wi-Fi、自動運転

モビリティー 

観光地の魅力度アップに

より、観光客の増加に繋

がる。 

観光 関係人口の創出・増加のための

観光産業のさらなる充実 

瀬底（水納島）まるごとテー

マパーク 

水牛やヤギ等、特有文化を

活用して観光客にとっての

非日常を演出する。 

大型テーマパーク（瀬底島

マリンパーク）や、屋台村を

誘致し、観光と消費を結び

付ける。 

IOT 活用、テーマ

パークアプリ、キ

ャ ッ シ ュ レ ス 決

済 、 ス タ ン プ ラ

リーアプリ 

テーマパーク自体の魅力

の増進はもちろん、その

他の観光拠点との連携を

図ることにより、観光の

町として魅力を増加させ

る。 

観光 観光拠点の整備 八重岳レジャー施設事業 桜の名所である八重岳を桜

の季節以外でも活用できる

ようにレジャー施設の整備

や桜の森公園内遊具の充

実、環境の整備を行う。 

駐 車 場 満 空 情 報

発信、観光地の混

雑状況発信 

事前に現地情報を発信す

ることで、訪問時間の調

整などが可能となり、満

足度の向上に繋がる。 
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 (２) 全庁業務量調査 

 ●実施内容 

 全庁的な業務負荷傾向を定量的に把握するために、事務分掌をもとに作成した調査シートを全班へ配布し、調査を実施しました。今後の業務改善に向けて

調査結果を業務/作業の性質（コア（職員でなければできない仕事）とノンコア（職員でなくてもできる仕事））に分類しました。性質分析以外にも、処理媒

体分析（紙の使用率など）や押印使用状況、他市町村との比較を実施しております。 

図表 5.1.1. 全庁業務量調査の業務性質分類について 
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●調査結果 

 ・業務性質分析 

 業務性質分析の結果、正規職員が行うノンコア業務の割合は 51.9％となっています。正規職員がコア業務に専念するために、今後は担い手の見直しや

BPO（外部委託）が必要になると考えられます。また、Ⅲ．ノンコア（専門性不要/定型）業務の割合は 34.5％と基礎自治体と比較しても低い割合となっ

ています。今後、業務の自動化（RPA の活用など）や BPO を行うことでさらなる削減が期待できます。 

図 5.1.2. 業務/作業の性質分類結果 
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・処理媒体分析 

全庁作業のうち、76.2％が紙を使用した作業、6.9％が電子化されているという結果になりました。今後は業務効率化に向けて、紙中心のフローから電子中

心のフローに変えていく必要があると考えられます。 

             図表 5.1.3. 処理媒体分析結果                   図表 5.1.4 処理媒体の電子化に向けて 

  
 

・押印使用状況分析 

全庁作業時間のうち、決裁など印鑑を使用している割合が 18.4％、住民印鑑を使用している割合が 5.5％という結果になりました。今後は押印を電子決裁

に置き換える検討のみでなく、本当に起案・稟議の手続が必要か、確認だけの決裁など省略可能な処理がないかなどの BPR（業務の在り方の見直し）が重要

になります。 

図表 5.1.5. 押印使用状況分析結果 
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 2. RPA・AI-OCR 実証の結果 

 (１) 実証の目的 

国の重点取組事項にも含まれている AI・RPA を試験的に導入し、職員が DX 推進による効果を実際に

体感することを目的として実施しました。 

 

 (２) 実施内容 

全庁業務量調査の結果を元に、Ⅲ．ノンコア（専門性不要かつ定型的）業務の中から候補業務を選定

しました。そのうえで他市町村の導入実績などをもとに原課ヒアリングを行い、対象業務を決定してい

ます。最後に効果測定として RPA・AI-OCR の導入前後の稼働時間測定を行いました。 

 

 (３) 導入ソリューション 

● RPA：WinActor（NTT アドバンステクノロジ株式会社） 

● AI-OCR：NaNaTsu AI-OCR with DX Suite（株式会社 NTT データ） 

 

 (４) 対象業務 

● 対象原課：健康づくり推進課 

● 対象業務：インフルエンザワクチン接種予診票の登録業務 

 

 (５) 業務内容 

 インフルエンザワクチン接種を実施した医療機関より送付される予診票を元に、本町の基幹系システ

ムへ接種情報を登録する業務となります。毎年 10 月から 3 月にかけて発生し、約 6000 件の登録業務を

行っています。 

 

 (６) 業務フロー比較 

 ● RPA・AI-OCR 導入前の業務フロー 

 導入前のフローとしては、各医療機関から送付された予診票をワクチン毎に仕分けを行い、システ

ムへ登録するといった流れになります。一番稼働のかかる「④ システム登録」については、一名ずつ

生年月日で検索行い、複数名指定した後に共通部分（医療機関、ロットナンバーなど）は一括入力、

個人毎に異なる部分は個別入力を行っております。 

図表 5.2.1. RPA・AI-OCR 導入前業務フロー 

 
 

 ● RPA・AI-OCR 導入後の業務フロー 

 RPA・AI-OCR 導入後の業務フローは、導入前に最も稼働のかかっていたシステムへの登録作業の負

担軽減のために登録作業を RPA にて実施しています。RPA にて登録作業を行うために、手書きの予診



65 

票を AI-OCR で読み取り CSV データ化、そのデータの整合性確認と修正作業を職員にて実施しまし

た。RPA では修正したデータをもとにシステムへの登録を行っています。 

図表 5.2.2. RPA・AI-OCR 導入後業務フロー 

 
 

 (７) 効果測定 

 今回の実証は 30 件あたりの稼働時間の比較をしています。導入前後で比較すると総稼働時間は【20

分-21 分】と導入前の方が１分少ない形となりました。しかしながら職員の稼働時間を比較すると【20

分-7 分】となるため、導入後の方が 13 分削減（65%削減）という結果となりました。 

 本実証の対象業務は年間あたり 6,000 件、約 67 時間の作業となります。RPA・AI-OCR を活用した場

合、約 43 時間の稼働削減削減（65%削減）が期待できることがわかりました。 

図表 5.2.3. 導入前後における作業毎の稼働時間比較 

 
   

図表 5.2.4. 職員稼働の削減割合と年間削減時間 
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 (８) 考察 

● 職員稼働の削減 

 今回導入前後の稼働時間を比較すると導入前の稼働時間の方が僅かながら少ない形となりました。し

かし RPA・AI-OCR が稼働している間においては、職員は別作業を行うことが可能であるため、職員稼

働時間を比較すると導入後の方が 65%稼働削減できるという結果になりました。RPA は起動・開始の操

作のみで自動的に作業を行うため、定型業務は RPA、並行して非定型業務を職員が行うという業務形態

が可能になることがわかりました。 

 

● BPR の重要性 

 本実証の結果より RPA・AI-OCR を導入するにあたり、現状業務の見直しが重要であることが明確に

なりました。例えば AI-OCR を活用する帳票の見直しになります。AI-OCR を活用する際に、読み取る帳

票の記入項目の間隔が狭い場合、記入される文字が被り、読み取り精度が低くなります。そこで帳票（予

診票）の様式を見直すことで、職員による修正作業を削減し、さらなる効果が見込まれます。その他に

も各医療機関での記入方法の統一や電子化などを行うことで、効果的に RPA・AI-OCR を活用すること

が可能になると考えられます。 

 

● 属人化の防止 

 現状本業務は特定職員のみで作業を実施しています。職員を特定することで作業スピードの向上は期

待できますが、行政業務において業務の属人化は課題となっております。RPA・AI-OCR を活用すること

で、作業フローが確立され、どの職員でも業務を実施することが可能となります。RPA・AI-OCR を導入

する際には、最初のステップとして作業手順を確立させます。このような手順を踏むことで業務の属人

化を防ぐことができる点は RPA・AI-OCR を導入するメリットであると考えられます。 

 

● 導入効果の最大化を目指して 

 RPA・AI-OCR の導入効果を最大限引き出すために、「作成したシナリオの最適化」と「対象業務の拡

大」が必要であると考えられます。 

 「作成したシナリオの最適化」については、RPA はシナリオを作成し、稼働させていく中で適宜微修

正が必要となります。本実証中においても、一度作成したシナリオを試験的に稼働させ、エラーが発生

した箇所を修正し、シナリオを最適化しました。このように RPA の導入においてはトライ&エラーを繰

り返し行うことが必要となります。 

 「対象業務の拡大」については RPA・AI-OCR を活用する業務を増やしていくことで、より費用対効

果を出すことが可能になると考えられます。今回の実証はインフルエンザワクチンの予診票を対象に行

いましたが、その他にも多数ワクチン接種の予診票登録業務は行っております。全庁業務量調査の結果

より、予診票登録業務は年間 200 時間の稼働が発生しています。これらの業務に RPA・AI-OCR を適応

させることでさらなる費用対効果が期待できます。またその他の定型業務にも適応させ、RPA・AI-OCR

の稼働時間を増やしていく営みが重要と考えられます。 
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 3. 引用元 

   ●国より公表 
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・自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書【第 2.0 版】（令和 5 年 1 月 20 日）：総務省 

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000858093.pdf  

・デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和 4 年 6 月 7 日）：デジタル庁 

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-
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・自治体における AI 活用・導入ガイドブック（令和 4 年 6 月）：総務省 

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000820109.pdf  

・自治体における RPA 導入ガイドブック（令和 3 年 1 月）：総務省 

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000731625.pdf  

・自治体における AI・RPA 活用促進（令和 4 年 6 月 27 日）：総務省 

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000822108.pdf  

・地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き（令和 3 年 4 月）：総務省 

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000746987.pdf  

   ・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和 4 年 3 月）：総務省 

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000805453.pdf  

 

  ●沖縄県より公表 

・沖縄県 DX 推進計画（令和 4 年 9 月） 

https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/digital/documents/02_dxhonpen_220916.pdf  

・新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画（令和 4 年 5 月） 
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   ●本部町より公表 

・第四次本部町総合計画（平成 28 年 3 月） 

     https://www.town.motobu.okinawa.jp/application/files/5314/6278/4114/2.pdf  

・第２期本部町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和 2 年 9 月） 
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 4. 用語集 

 

# 用語 解説 

 

数字 

 

5G 

 

第 5 世代移動通信システムのことで、高速な無線通信

を実現するために開発された次世代の携帯電話規格の

こと。従来の 4G LTE 規格に比べ、5G はより高速で低

遅延、高い信頼性を実現し、大量のデバイスを同時に

接続することができる。 

 

A AI 

 

 

 

 

 

 

AI チャットボット 

人工知能（Artificial Intelligence）の略語であり、コン

ピューターシステムが人間の知能を模倣して自律的に

動作することを指す。機械学習、深層学習、自然言語

処理、画像認識などの技術を利用して、データから学

習し、知識を獲得し、複雑なタスクを自律的に実行す

ることができる。 

 

自然言語処理技術や機械学習技術を用いて、人工知能

による自動応答を行うプログラムのこと。人間が自然

言語で発話する言葉を理解し、その意図や要求を理解

して適切な回答を返すことができる。 

 

B BPO 

 

 

 

 

 

BPR 

Business Process Outsourcing の略で、企業が業務の

一部または全部を外部の業者にアウトソーシングする

ことを指す。主に、コールセンターやデータ入力、会

計処理、人事・給与管理などの業務がアウトソーシン

グの対象となる。 

 

Business Process Re-engineering の略で、企業の業務

プロセスを再設計し、生産性や効率性の向上を目指す

経営戦略のこと。従来のプロセスを分析し、改善点を

見つけ、新しいプロセスを設計することで、ビジネス

プロセスの効率性や品質を向上させることを目指す。 

 

C 

 

CIO Chief Information Officer の略で、最高情報責任。企業

や組織において、情報技術に関する戦略や計画、運用

を担当する役職のこと。 

 

D DX Digital Transformation の略で、デジタル技術を活用し

て、従来のビジネスモデルやビジネスプロセスを根本

的に変革し、企業価値を向上させることを指す。単な
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# 用語 解説 

る IT 導入ではなく、ビジネスモデルそのものを変える

大規模な変革。 

 

E EBPM 

 

 

 

 

eLTAX 

証拠に基づく政策立案（Evidence Based Policy 

Making）の略。政策決定のプロセスに科学的根拠を取

り入れる方法のこと。 

 

 

地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手

続を、インターネットを利用して電子的に行うシステ

ムのこと。エルタックスと読む。 

 

F FAQ Frequently Asked Question の略で「よくある質問」を

意味する。質問と回答が対になった形式で、何らかの

疑問をもった人が FAQ を参照することで、不明点を解

決することを目的に作られている。 

 

H HP ホームページ（Home Page）の略で、企業や団体など

が情報発信を行う Web サイトのこと。製品やサービ

ス、活動内容やニュースなどの情報を掲載し、訪問者

に対して情報提供やコンテンツの案内を行う。 

 

I ICT 

 

 

 

 

Instagram 

 

 

 

 

 

IoT 

 

 

 

 

Information and Communication Technology（情報通

信技術）の略。デジタル化された情報の通信技術であ

り、インターネットなどを経由して人と人とをつなぐ

役割を果たす。 

 

写真や動画の共有、編集、投稿、閲覧ができる SNS

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の

一つ。特に若年層を中心に広く普及しており、ビジネ

スやインフルエンサーにとっても重要なマーケティン

グツールとなっている。 

 

Internet of Things の略で、一般的には「モノのイン

ターネット」と訳される。身の回りのさまざまなモノ

やヒトに組み込まれたセンサーやデバイスなどをネッ

トワークで接続し、得られたデータから新たな価値を

創り出す仕組み。 
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# 用語 解説 

J J-LIS 地方公共団体情報システム機構の略称。地方公共団体

情報システム機構法に基づく国および地方公共団体が

共同して運営する法人。 

 

K KJ 法 

 

 

 

紙（付箋）に一つずつ情報を記載し、その紙をグルー

ピング（グループ化）して情報を整理する手法。断片

的な情報やアイディアを整理する目的で用いられる。 

 

M MaaS Mobility as a Service の略で、移動手段をサービスと

して提供するビジネスモデルのこと。自動車やバス、

電車、自転車など、さまざまな交通手段を、利用者が

必要なときに必要なだけ利用できるようにするサービ

ス。 

 

O OA 機器 

 

 

 

 

OCR 

 

 

 

 

OODA（ウーダループ） 

オフィス・オートメーション機器の略称で、事務処理

を効率化するための機器を指す。パソコン、プリン

ター、コピー機、電話機、ファクシミリ機、スキャ

ナー、文書管理システムなどが含まれる。 

 

光学的文字認識（Optical Character Reader）の略で、

画像からテキストを自動的に認識する技術のこと。印

刷された文字や手書き文字など、様々な形式の文書を

デジタルデータとして変換することができる。 

 

Observe（観察）、Orient（方向性を定める）、Decide

（決断）、Act（行動）の 4 つのフェーズを繰り返し、

迅速に情報を収集し、分析し、意思決定を行い、行動

することで、意思決定の速度と正確性を高めるための

戦略的思考の手法。 

 

P PHR Personal Health Record の略。個々人が自身の医療に

関わる情報や健康に関するデータを記録し、それを自

身の手元で管理するしくみのこと。 

 

R RPA Robotic Process Automation の略で、ソフトウェア・

ロボットによる自動化技術を指す。ルーチンで反復的

な業務や作業を自動化することによって、業務の効率

化や生産性の向上、人的エラーの軽減などのメリット

を提供する。 

 



71 

# 用語 解説 

S SNS Social Networking Service の略。インターネット上

で、ユーザー同士がコミュニケーションを取り合うた

めのサービス。ユーザー同士が交流するための機能を

提供し、個人や企業などが自己表現や情報共有を行う

場として利用される。 

 

T Twitter 短文「ツイート」を投稿することができる SNS（ソー

シャル・ネットワーキング・サービス）の一つ。ビジ

ネスや政治、芸能など、様々な分野で利用されてい

る。 

 

V VR Virtual Reality の略で、「仮想現実」と呼ばれる。専用

のゴーグルで人間の視界を覆うように 360°の映像を

映すことで、実際にその空間にいるような感覚を得ら

れる技術のこと。 

 

あ アクションプラン 

 

 

 

ある目的を達成するために、どのような具体的な行動

をとるかを明確にし、実行するための計画のこと。戦

略やビジョンに基づいて策定され、目標や目的に向け

た具体的な行動を定めるために作成される。 

い インフラ 

 

 

 

 

インフルエンサー 

社会や経済活動を支えるために必要不可欠な施設・設

備・システムなどのこと。一般的には、道路、鉄道、

空港、港湾、ダム、発電所、水道、下水道、電気通信

網、インターネットなどが含まれる。 

 

SNS やブログなどのインターネット上で自身の情報や

意見を発信し、多数の人々に影響力を持つ人物のこ

と。広告や宣伝、マーケティングなどの分野で活用さ

れることがある。 

 

お オープンデータ 

 

 

 

国、地方公共団体および事業者が保有する官民データ

のうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に

利用（加工、編集、再配布等）できるよう公開された

データのこと。 

 

か ガバメントクラウド 行政機関が運用するクラウドコンピューティングサー

ビスのこと。行政機関が保有するシステムやデータを

クラウド上に移行し、安全かつ効率的に管理・運用す

ることが目的。 
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# 用語 解説 

さ サテライトオフィス 

 

 

 

 

 

サブスク 

企業が本社や主要拠点以外の場所に設置する小規模な

オフィスのこと。主に、遠隔地や地方都市に進出する

企業が設置することが多く、人員や業務の一部をサテ

ライトオフィスに配置することで、コスト削減や地域

貢献などのメリットが期待される。 

 

サブスクリプション（Subscription）の略で、定期的

に継続して提供されるサービスやコンテンツを定額で

利用できるサービスのこと。 

 

し シームレス 断片化や切れ目がないという意味で、異なる要素やプ

ロセスが滑らかに統合されている状態を指す。製品や

サービスにおいて、顧客が手続を簡単に行えたり、

サービスが中断なく提供されること。 

 

て デジタル・ガバメント 

 

 

 

デジタル人材 

 

 

 

テレワーク 

政府や公共機関がデジタル技術を活用して、行政サー

ビスの提供や政策決定などの業務を効率化・改善し、

より効果的・効率的な行政運営を目指すこと。 

 

デジタル技術を活用してビジネスを推進するためのス

キルや知識を持った人材のこと。 

 

 

オフィスや会社に出社することなく、遠隔地や自宅か

らインターネットやコンピューターを利用して業務を

行うこと。 

 

と ドローン 無人機のこと。人が搭乗せずに遠隔操作や自動制御に

よって飛行する航空機で、カメラやセンサーなどを搭

載して様々な用途に利用されている。 

 

ひ ビッグデータ 膨大な量のデータを指す用語で、一般的には従来の

データ処理技術やデータベース管理ツールでは扱うこ

とができないほど大量のデータを指す。ビッグデータ

を適切に処理・分析することで、ビジネスや社会問題

の解決に役立てることができる。 

 

ふ プラットフォーム ある装置やソフトウェアを動作させるのに必要な、基

盤となる機器やソフトウェア、ネットサービス、ある

いはそれらの組み合わせ（動作環境）のこと。 
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# 用語 解説 

 

へ ペーパーレス 紙資料を使わず、電子データで情報を閲覧・伝達・保

管すること。 

 

め メタバース 仮想現実や拡張現実といった技術を活用して構築され

る、仮想的な世界のこと。将来的には実社会と同様

に、ビジネスや教育、医療など様々な分野で利用され

ることが期待されている。 

 

も モバイル端末 持ち運んで使用できる携帯電話、スマートフォン、タ

ブレット、ノートパソコンなどのこと。ポケットサイ

ズで持ち運びが容易で、場所や時間にとらわれずに情

報を取得・共有することができるため、ビジネスや個

人の生活に欠かせない存在となっている。 

 

り リテラシー ある特定の分野における読み書き・計算・コンピュー

タスキルなどの基礎的な知識や技能を身につけたうえ

で、それを実践的に応用できる能力のこと。例えば IT

リテラシーは、情報技術（IT）を利用するための知識

やスキルを指す。 

 

わ ワーケーション 

 

 

Work（仕事）と Vacation（休暇）を組み合わせた造語

で、リモートワークなどを活用し、普段の職場や自宅

とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時間も充実さ

せること。 
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